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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年5月29日(2008.5.29)

【公開番号】特開2005-321815(P2005-321815A)
【公開日】平成17年11月17日(2005.11.17)
【年通号数】公開・登録公報2005-045
【出願番号】特願2005-153532(P2005-153532)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/22     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｆ   9/30    ３３８　
   Ｈ０５Ｂ  33/12    　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ  33/22    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成20年4月10日(2008.4.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光透過性を有する第１電極と、
　光透過性を有する第２電極と、
　前記第１電極と前記第２電極との間に設けられた発光層と、
　前記第１電極の前記発光層とは反対側に配置された基板と、
　前記基板と前記第１電極との間に配置され、前記発光層から放射される光を反射する金
属部と、
　前記発光層から放射される前記光が取り出される第１画素表示部と、
　前記基板と前記第１電極との間に配置された保持容量と、
　を備え、
　前記保持容量は、第１容量電極と、第１絶縁膜と、第２容量電極と、がこの順に前記基
板側から配置されてなり、
　前記第１画素表示部は、前記第１容量電極、前記第１絶縁膜及び前記第２容量電極と平
面視において重なることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電気光学装置であって、
　前記第１容量電極、前記第１絶縁膜及び前記第２容量電極は、平面視において前記第１
画素表示部の全面積を覆うことを特徴とする電気光学装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の電気光学装置であって、
　前記バンクによって区画され、前記第１画素表示部と隣り合う第２画素表示部と、
　前記第１電極に供給される電流のオン・オフを制御するトランジスタとをさらに有し、
　前記トランジスタは前記第１画素表示部と前記第２画素表示部との間に形成されている
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ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の電気光学装置であって、
　前記金属部は前記第２容量電極を兼ねていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の電気光学装置であって、
　前記保持容量は、前記第１容量電極と前記基板との間に、前記第１容量電極側から第２
絶縁膜と、第３容量電極と、をさらに有し、
　前記第２絶縁膜及び前記第３容量電極は、平面視において前記第１画素表示部の全面積
を覆う幅を有し、
　前記第１画素表示部は、前記第３容量電極及び前記第２絶縁膜と平面視において重なる
領域内に配置されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の電気光学装置であって、
　前記第１電極に電源を供給する電源線をさらに有し、
　前記第２容量電極は前記電源線の一部であることを特徴とする電気光学装置。
【請求項７】
　請求項１又は２に記載の電気光学装置であって、
　前記金属部は前記第１電極と接していることを特徴とする電気光学装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の電気光学装置であって、
　走査線と、
　前記走査線と交差する信号線と、
　をさらに有し、
　前記走査線は第１金属層によって形成されており、
　前記金属部及び前記信号線は第２金属層によって形成されていることを特徴とする電気
光学装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の電気光学装置であって、
　前記第２容量電極は前記第１金属層によって形成されていることを特徴とする電気光学
装置。
【請求項１０】
　請求項７に記載の電気光学装置であって、
　走査線と、
　前記走査線と交差する信号線と、
　をさらに有し、
　前記走査線は前記第１金属層で形成された第１部分と、前記第２金属層で形成された第
２部分とを備え、
　前記信号線及び前記金属部は第２金属層により形成されており、
　前記第１部分は前記信号線と前記走査線とが平面視において交差する位置に配置されて
いることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の電気光学装置であって、
　前記第２容量電極は前記第１金属層によって形成されていることを特徴とする電気光学
装置。
【請求項１２】
　請求項２に記載の電気光学装置であって、
　前記トランジスタのゲート電極及び前記第１容量電極は第１金属層によって形成されて
いることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１３】
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　請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の電気光学装置を備えたことを特徴とする電子
機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明の一実施形態に係る電気光学装置は、光透過性を
有する第１電極と、光透過性を有する第２電極と、前記第１電極と前記第２電極との間に
設けられた発光層と、前記第１電極の前記発光層とは反対側に配置された基板と、前記基
板と前記第１電極との間に配置され、前記発光層から放射される光を反射する金属部と、
前記発光層から放射される前記光が取り出される第１画素表示部と、前記基板と前記第１
電極との間に配置された保持容量と、を備え、前記保持容量は、第１容量電極と、第１絶
縁膜と、第２容量電極と、がこの順に前記基板側から配置されてなり、前記第１画素表示
部は、前記第１容量電極、前記第１絶縁膜及び前記第２容量電極と平面視において重なる
ことを特徴とする。
　また、本発明の一実施形態に係る電気光学装置は、前記第１容量電極、前記第１絶縁膜
及び前記第２容量電極は、平面視において前記第１画素表示部の全面積を覆うことを特徴
とする。
　また、本発明の一実施形態に係る電気光学装置は、前記バンクによって区画され、前記
第１画素表示部と隣り合う第２画素表示部と、前記第１電極に供給される電流のオン・オ
フを制御するトランジスタとをさらに有し、前記トランジスタは前記第１画素表示部と前
記第２画素表示部との間に形成されていることを特徴とする。
　また、本発明の一実施形態に係る電気光学装置は、前記金属部は前記第２容量電極を兼
ねていることを特徴とする。
　また、本発明の一実施形態に係る電気光学装置は、前記保持容量は、前記第１容量電極
と前記基板との間に、前記第１容量電極側から第２絶縁膜と、第３容量電極と、をさらに
有し、前記第２絶縁膜及び前記第３容量電極は、平面視において前記第１画素表示部の全
面積を覆う幅を有し、前記第１画素表示部は、前記第３容量電極及び前記第２絶縁膜と平
面視において重なる領域内に配置されていることを特徴とする。
　また、本発明の一実施形態に係る電気光学装置は、記第１電極に電源を供給する電源線
をさらに有し、前記第２容量電極は前記電源線の一部であることを特徴とする。
　また、本発明の一実施形態に係る電気光学装置は、前記金属部は前記第１電極と接して
いることを特徴とする。
　また、本発明の一実施形態に係る電気光学装置は、走査線と、前記走査線と交差する信
号線と、をさらに有し、前記走査線は第１金属層によって形成されており、前記金属部及
び前記信号線は第２金属層によって形成されていることを特徴とする。
　また、本発明の一実施形態に係る電気光学装置は、前記第２容量電極は前記第１金属層
によって形成されていることを特徴とする。
　また、本発明の一実施形態に係る電気光学装置は、走査線と、前記走査線と交差する信
号線と、をさらに有し、前記走査線は前記第１金属層で形成された第１部分と、前記第２
金属層で形成された第２部分とを備え、前記信号線及び前記金属部は第２金属層により形
成されており、前記第１部分は前記信号線と前記走査線とが平面視において交差する位置
に配置されていることを特徴とする。
　また、本発明の一実施形態に係る電気光学装置は、前記第２容量電極は前記第１金属層
によって形成されていることを特徴とする。
　また、本発明の一実施形態に係る電気光学装置は、前記トランジスタのゲート電極及び
前記第１容量電極は第１金属層によって形成されていることを特徴とする。
　また、本発明の一実施形態に係る電子機器は、上記に記載の電気光学装置を備えたこと
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を特徴とする。
　本発明の参考例に係る電気光学装置は、第１電極と、第２電極と、前
記第１電極と前記第２電極との間に設けられた発光層と、前記第１電極に電源を供給する
電源線と、前記電源線と前記第１電極との間の電流を制御するスイッチング素子とを有す
る電気光学装置であって、前記第１電極の少なくとも一部と前記電源線とが重なっている
ことを特徴とする。
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